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徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元

年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

令
和
二
年
二
月
四
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
新
蔵
町
三
丁
目
八
○

徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
（
徳
島
保
健
所
庁
舎
）

三

試
験
科
目

１

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

２

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

３

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能

四

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

五

受
験
願
書
等
の
請
求
先

徳
島
県
総
合
県
民
局
、
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
又
は
徳
島
県
危
機
管
理
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局

安
全
衛
生
課
（
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地
）

六

受
験
願
書
等
の
配
布
期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
令
和
二
年
一
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「

県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

七

受
験
願
書
等
の
提
出
期
間

令
和
二
年
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
と

す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
と
し
、
同
月
十
四
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
る
。

八

受
験
願
書
等
の
提
出
先

受
験
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
と
す
る
。
た
だ

し
、
県
外
居
住
者
に
あ
っ
て
は
、
徳
島
県
危
機
管
理
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
に
提
出
す

る
こ
と
。

九

受
験
願
書
の
添
付
書
類

１

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
に
出
願
前
六
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。
）

２

受
験
票

十

受
験
手
数
料

七
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

十
一

持
参
す
る
も
の

受
験
票
及
び
筆
記
具

十
二

合
格
発
表

令
和
二
年
二
月
十
三
日
（
木
曜
日
）
に
県
庁
西
側
掲
示
板
及
び
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
合
格
者
の

受
験
番
号
を
発
表
す
る
。



十
三

得
点
の
開
示

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点
の
開
示
を
希
望
す
る
者
（
受
験
者
本
人
に
限
る
。

）
は
、
合
格
者
の
発
表
の
日
か
ら
一
月
以
内
（
県
の
休
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

）
に
、
徳
島
県
危
機
管
理
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
へ
顔
写
真
の
添
付
さ
れ
た
自
ら
を
証

す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。

十
四

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
県
危
機
管
理
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
（
電
話
〇
八
八－

六
二
一－

二
二
六
四
）

、
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

令
和
二
年
二
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
徳
島
町
城
内
二
番
地
の
一

徳
島
市
中
央
公
民
館

三

受
験
願
書
の
提
出
先

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
七
番
地
の
三

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
調
理
師
会

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
一
月
十
五
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）
と
す
る

。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

受
験
願
書
の
添
付
書
類

１

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
三
項
の
調
理
師
免
許
証
の
写
し

２

条
例
第
八
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
無
帽
か
つ
無
背
景
の
上
半
身
像
で
、
縦
の
長

さ
三
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裏
面

に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
に
限
る
。
）

六

受
験
手
数
料

一
万
五
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

七

受
験
願
書
の
用
紙
の
請
求
先

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
七
番
地
の
三

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
調
理
師
会

八

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
危
機
管
理
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
（
電

話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
二
二
九
）
又
は
一
般
社
団
法
人
徳
島
県
調
理
師
会
（
電
話
〇
八
八
―
六
五
四

―
三
七
五
二
）
へ
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
徳
島
県
東
部
県
税
局
長
が
、
令
和
元
年
十
月
一
日
、
次
の
者
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定

を
取
り
消
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

氏

名

住

所

山
崎
哲

鳴
門
市
北
灘
町
粟
田
字
山
田
七
番
地



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

徳
島
県
産
業
廃
棄
物
実
態
調
査
に
つ
い
て
、
徳
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第

十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
目
的
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

徳
島
県
産
業
廃
棄
物
実
態
調
査

２

目
的

徳
島
県
廃
棄
物
処
理
計
画
（
第
五
期
）
策
定
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
平
成
三
十
年
度
の
県
内

に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
発
生
、
処
理
状
況
等
の
実
態
を
調
査
し
、
そ
の
現
状
分
析
及
び
将
来
予
測

を
行
う
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

１

地
域
的
範
囲

県
内
全
域

２

属
性
的
範
囲

日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
十
月
改
定
）
に
掲
げ
る
大
分
類
Ｃ
―
鉱
業
、
採
石
業
、
砂

利
採
取
業
、
大
分
類
Ｄ
―
建
設
業
、
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業
、
大
分
類
Ｆ
―
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・

水
道
業
、
大
分
類
Ｇ
―
情
報
通
信
業
、
大
分
類
Ｈ
―
運
輸
業
、
郵
便
業
、
大
分
類
Ｉ
―
卸
売
業
、
小

売
業
、
大
分
類
Ｌ
―
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
、
大
分
類
Ｎ
―
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

、
娯
楽
業
、
大
分
類
Ｏ
―
教
育
、
学
習
支
援
業
、
大
分
類
Ｐ
―
医
療
、
福
祉
及
び
大
分
類
Ｒ
―
サ
ー

ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
の
事
業
を
営
む
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

県
内
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
発
生
、
処
理
状
況
等

２

基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

報
告
を
求
め
る
者

二
に
該
当
す
る
事
業
所
（
業
種
に
よ
り
全
数
又
は
無
作
為
抽
出
に
よ
る
。
）

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

１

調
査
方
法

郵
送
調
査
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

２

調
査
受
託
者

株
式
会
社
日
本
環
境
工
学
設
計
事
務
所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
七
番
地
三

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
元
年
十
二
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
八
日
ま
で

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

こ
の
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

森
下

正
一

阿
南
市
那
賀
川
町
三
栗

阿
南
市
那
賀
川
町
大
京

九
、
七
七
〇
・
〇
〇

二
五
番
地

原
一
三
五
四
番
ほ
か
二

筆

有
限
会
社
阿
南
農
業
サ

同

上
福

同

上
福

一
六
、
四
八
九
・
三
〇

ー
ビ
ス

井
橋
本
一
番
地
四

井
下
ノ
川
一
七
九
番
ほ

か
十
二
筆

島
村

幸
一

同

新
野
町
海
老
川

同

新
野
町
重
友
二

三
、
九
二
一
・
〇
〇

三
三
一
番
地
一

三
五
番
ほ
か
五
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
三
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
三
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
井
川
町
河
原
五
一
九

０

六
番
一
地
先
か
ら

旧

三
・
三
～
六
・
六

八
五
・
三

４

大
利

同

吉
木
四
八
二

１

九
番
地
先
ま
で

同

新

四
・
一
～
一
二
・
三

八
三
・
三



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
三
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
井
川
町
河
原
五
一
九
六
番

０

一
地
先
か
ら

４

大
利

八
三
・
三

令
和
元
年
十
二
月
三
日

同

吉
木
四
八
二
九
番

１

地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

竣

功
を
認
可
し
た
。

し
ゅ
ん

令
和
元
年
十
二
月
三
日

橘
港
港
湾
管
理
者

徳
島
県

代
表
者

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

竣

功
認
可
を
受
け
た
者

し
ゅ
ん

１

氏
名
又
は
名
称

徳
島
県

２

住

所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

代
表
者
の
氏
名

徳
島
県
知
事

飯
泉
嘉
門

４

代
表
者
の
住
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

二

埋
立
区
域

１

位
置

１
ー
２
工
区

阿
南
市
橘
町
西
浜
二
〇
〇
番
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

の
地
点
と

の

15

10

10

15

地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

の
地
点

国
土
地
理
院
橘
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
二
分
四
〇
秒
一
二
三
三
、
東
経
一
三
四

1

度
三
八
分
二
四
秒
五
九
〇
八
）
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
六
七
度
四
六
分
四
三
秒
八
三
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

15

1

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
五
六
度
四
三
分
四
九
秒
二
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

14

15

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
四
六
度
四
三
分
四
八
秒
六
○
・
○
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

11

14

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三
六
度
四
三
分
四
九
秒
二
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

10

11

３

面
積

一
、
五
一
八
・
○
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
七
日

２

埋
立
て
の
免
許
の
番
号

徳
島
県
指
令
港
湾
第
二
百
六
十
三
号

四

竣

功
認
可
の
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
五
日

し
ゅ
ん

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名

阿
南
市


